
第二 ３つのアクションプラン

一．日本産業再興プラン
５．立地競争力の更なる強化
５－１．「国家戦略特区」の実現/公共施設等運営権等の民間開放（PPP/PFIの活用拡大）、空港・

港湾など産業インフラの整備/都市の競争力の向上

（３）新たに講ずべき具体的施策
立地競争力の強化に向けた施策の中心をなす国家戦略特区については、これまでの取組により

基本的な制度整備を了し、今後はいよいよ各特区における事業の実現化段階に入る。PPP/PFIに
ついては、一層の活用促進を進めるために、集中強化期間における目標の設定や課題解消を行
うなど、本格的な取組に着手する。

（iii）PPP/PFIの活用
公共施設等運営権方式については、厳しい財政状況の下での効果的・効率的なインフラ整備・運
営を可能とするとともに、民間企業に大きな市場と国際競争力強化のチャンスをもたらす観点から、
「取組方針」に基づき、2016年度末までの３年間を集中強化期間と位置づけるとともに以下の取組
を行い、その進捗をフォローアップする。

①集中強化期間における重点分野、件数等の数値目標の明示
・集中強化期間における公共施設等運営権方式を活用したPFI事業の案件数について、重点分
野毎の数値目標（空港６件、上水道６件、下水道６件、道路１件） を設定する。また、公共施
設等運営権方式を活用したPFI事業について2022年までの10年間で２～３兆円としている目標
を集中強化期間に前倒しする。
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②事業環境整備等
・運営権者への公務員の派遣等について、仙台空港等の先行事例の検証や民間ニーズの把握
に併せて法的根拠の整理等を進め、必要に応じ所要の措置を講ずる。

・公共施設等運営権方式を活用する場合の会計上の処理方法において、更新投資の償却や税
金などの費用処理について実務的な観点から整理を行う。

・地方公共団体の事業実施に向けて、公共施設等運営権制度における指定管理者制度や地方
公営企業法上の取扱い等について、通知の発出やガイドライン・手引き等の改訂等を行う。

・水道分野において、既存の事業とイコールフッティングを図るため、既存の制度を公共施設等
運営権方式へ適用する仕組みを検討する。

・地方道路公社の有料道路事業における公共施設等運営権制度の導入に向けて、「構造改革
特別区域の第24次提案等に対する政府の対応方針」（平成26年５月19日構造改革特別区域
推進本部決定）に基づき、 早期に法制上の措置を講ずる。

③制度活用のためのインセンティブ付与
・地方公共団体が行う公共施設等運営権方式の準備事業等に関する負担について、国・地方に
よる支援の在り方を検討する。

・地方公共団体が管理する公共施設等に関して、標準的な整備手法による資産台帳整備やア
セットマネジメントのための仕組みづくりについて、達成目標の設定や支援の方策を検討する。

④運営権事業推進のための体制強化
・関係府省において、法務、会計等の専門人材を民間からの登用を推進するなど、体制の強化を
図る。


